
                                  資料第３号 

評価報告案の構成（案） 

 

 

１．評価報告案の名称 

「原子力政策大綱に定めた安全確保に関する政策の妥当性の評価について」（案） 

 

 

２．評価報告案の構成 

第１章 はじめに 
 １－１．経緯 
    ○評価部会を設置することになった経緯を記載。 
 １－２．政策評価部会の設置 
    ○政策評価部会構成員、政策領域毎に順次評価を実施すること。今回の評価報告案の範囲

は原子力政策大綱の安全確保（2-1-1．安全対策、2-1-2.核物質防護対策）に関する政

策の妥当性を評価することを記載。 

 
 
第２章 評価の方法 
２－１．評価の方法 

    ○政策の妥当性の評価方法（関係行政機関等からのヒアリング、有識者からのご意見の聴

取、国民の方々からのご意見の聴取）を記載。 
 
 
第３章 評価の結果（３-１「国・事業者の責任」、３-２「安全文化の確立・・・」、…と項目毎にまとめる） 

３－×－１． 実施状況 
○関係行政機関等のヒアリング等を踏まえ、原子力政策大綱に定めた取組の基本的考え方

と関係行政機関等の取組状況を整理した結果を記載。 
 
３－×－２． 評価 

   評価Ａ：「実施状況と提言」を記載 

   評価Ｂ：「基本的考え方についての評価と今後の課題」を記載 

 
第４章 おわりに 

評価の要約とアクションプラン 
   



 
（付録１）政策評価部会の開催実績 
（付録２）政策評価部会構成員（平成１８年○月△日現在） 
（付録３）原子力政策大綱（安全の確保関係部分抜粋） 
 
【参考資料】 

1. 原子力安全・保安院５年間の発展と今後の課題（原子力安全関係） 
       （平成１８年５月 原子力安全・保安院） 
 2. 文部科学省における原子力の安全確保 
       （平成１８年５月１６日 文部科学省原子力安全課） 
 3. 電気事業者における安全確保の取組状況について 
       （平成１８年５月３０日 電気事業連合会） 
 4. 事業者（（独）日本原子力研究開発機構）における安全確保の取組について 
       （平成１８年５月３０日 （独）日本原子力研究開発機構） 
 5. 原子力安全研究に関する取組について 
       （平成１８年５月 原子力安全委員会事務局） 
 6. 「原子力安全行政に係る施策に関する評価についてご意見を聴く会」実施結果概要 

 


